
電話

(第 6

(第 1

(第 1

単位

ha

人

① ha

② 人

③

④

①

②

③

100 100
目標/実績

成 果

指 標

集積達成率
％ 97.2

【指標の定義（算式等）】

100 100
目標/実績

認定者達成率
％ 93.5

62 62

62

活 動
指 標

農地集積面積 1,229 1,264 1,264

認定農業者数 58

基 本
指 標

認定農業者農地集積目標面積 1,264 1,264 1,264 1,264

認定農業者目標人数 62 62 62

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 3,600 3,600 3,600 3,600

　総　事　業　費  ①＋④ 5,030 5,266 5,266 5,266

人  件  費
（概算）

1,666 1,666

0.40

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 1,430 1,666 1,666 1,666

 ② 人　数（年間） 0.40 0.40 0.40

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 1,430 1,666

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　負担金の納入及び理事、評議員、業務推進委員、担い手支援センター構成員として、運営
に参画し事業の推進にあたっている。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　　上

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　道央農業振興公社

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、JA道央、JA千歳開拓、が共同して広域事業として農
業振興を図る。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 力強い産業活動が展開されるまち

節） 農　業

施策） 農地の保全

事務事業開始年度 Ｈ17
根拠法令等

〃  終了予定年度

内線852

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 大道　政男 課長職名 加藤　正人 作成日 平成22年5月31日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 2801 事務事業名 道央農業振興公社負担金事業 作成部署 経済部農政課



評点

□ ■

□

■

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とするが、事業の目的と効果をより明確
にする必要がある。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　北広島市単独で今後の農業振興を図るには限界があり、引き続き特
に担い手の確保、新規就農者の受け入れ、農地の有効活用等、関係機
関の協力と指導を推進する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

３
　農業推進という協同目的に沿って事業は推進されて
いる。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３
　４市の広域的な事業として実施することにより、農
地利用集積、担い手や新規就農者の育成等行政界にこ
だわらずにできる。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３
　４市各種事務の集約を目指しており、達成されれば
効率性は高い。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

３ 　４市とＪＡが共同して取り組む事業である。

整理番号 2801
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 6

(第 1

(第 1

単位

ha

ha

① ha

② 人

③

④

①

②

③

25.3 21.2

1,264

58 62 62

20.4 20.4

基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

93

 地方債

 国支出金

直接事業費

【指標の定義（算式等）】

1戸当り経営面積

【指標の定義（算式等）】

　総　事　業　費  ①＋④

93

0.20 0.20

1,458

【指標の定義（算式等）】

指　　　標　　　名

1,600

1,520 1,520 1,520

1,264

活 動
指 標

ha

1,2901,458 9393

指　　　　　標　　　　　値

23年度(予定値)

1,893

1,290

1,229

22年度(予定値）

基本構想による農用地の面積

目標面積

1,600 1,600 1,600

1,520

利用集積面積

認定農業者数

成 果

指 標

部長職名

【２ 実　施 （ドゥ）】

20年度決算

北広島市認定農業者農地利用集積促進事業補助金交付要綱

事務区分

〃  終了予定年度

上位施策との関連
（総合計画体系）

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

章）

節）

力強い産業活動が展開されるまち

農　業

意　　図 経営規模拡大を希望する認定農業者へ農地を集積し､経営の安定化と農地の遊休化防止を図
る。

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

手
　
　
段

施策） 農地の保全

対　　象
(誰､又は何を)

農業経営基盤強化促進法に基づく農業計画改善等の認定を受けた農業者(認定農業者）

平成21年度まで

（単位：千円）

平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

【１ 計　画 （プラン）】

別紙 １

H8

　　補助対象　　２件　　　９ha　（利用集積した農業者に補助を行う。）
　　認定農業者　　Ｈ２２年度末目標　　６２人　　１，２６４ha　(内集積面積６８０ha)

北広島市

 その他特財

 ④ ＝②×③ 1,8001,800

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間）

 ③ 1人当り年間平均人件費

 道支出金

0.20

9,000

1,800

9,0009,000

1,893

0.20

9,000

1,800

3,258 3,090

21年度(確定値)目標値

1,520

60

 ① 合　計

 一般財源

23年度の予定

2803

■自治事務　　□法定受託事務　 大道　政男

事務事業開始年度

課長職名

整理番号

21年度決算

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

農地利用集積促進事業事務事業名

根拠法令等
H23

内線852

【事業費の推移】

目
　
　
的

22年度予算

平成22年5月31日作成日加藤　正人

作成部署 経済部農政課

｢農用地利用集積計画」により農地の利用権設定を受けた者に対して、賃借料の一部を補助

認定農業者　　Ｈ２１年度末　５８人　　経営面積１，２２９ha　(内集積面積６７０ha)



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

　平成１５年度以降認定農業者への農地利用集積の誘導により、一定
の集積が図られたことから平成１９年度をもって新規申請を終了し、
平成２３年度をもって事業を廃止する。

統合

現状継続

見直し

　規模拡大と経営安定化は徐々に進んでおり、概ね計
画に即し実施されている。

　国の農業政策からも担い手を対象としており適切で
ある。

３

３

３

現状継続

【 参 考 】

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

　徐々に認定者が増え農地の集積が図られるのが理想
であるが、個々の農業者の営農計画に基づき適切に実
施している。

【外部評価】 （外部評価委員会による評価

法律の義務付けあり

公
平
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

事業担当部局による評価

総 合 判 定

（方向性）

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けなし

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

【３ 評　価 （チェック）】

平成21年度における評価　（現状と課題）

　輸入農産物に対抗し国内自給率を向上させ、安定し
た需要と供給を保つ事は生産者と消費者の共通した認
識で、足腰の強い農業者の確保のためにも必要不可欠
である。

チ ェ ッ ク 項 目

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

効
率
性

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化

現状継続

整理番号 2803

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

現状継続前年度の総合判定

　平成２３年度で事業を終了する。

外部評価委員会による評価

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

内部評価委員会による評価

拡大重点化

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

休止・廃止

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評点区分

平成23年度に向けた具体的な方向性

統合 終了

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

拡大重点化

終了

今後の方向性に対する意見

見直し 休止・廃止

現状継続

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

終了

見直し

統合

休止・廃止

３

妥
当
性

有
効
性



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市認定農業者農地利用集積促進事業補助金交付要綱

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 14 14 14

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

賃借料 賃借料 賃借料

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 10,635 9,380 675

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

6 6 12

支　出　合　計 （Ｃ） 24,002 21,038 765

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） -22,544 -19,748 -672 

支　　出

賃借料 24,002 21,038 765

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,458 1,290 93

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 1,458 1,290 93

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

□補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ５８人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

北広島市農業の持続的発展

 交付先団体等の
 活動内容

経営規模を拡大し、安定した経営を行い、結果として農地の遊休化を防止する。

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市認定農業者農地利用集積促進事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

農業経営基盤強化促進法に基づく農業計画改善等の認定を受けた農業
者(認定農業者)

設立年

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 2803 ＜継続用＞



電話

（第 6 章）

（第 1 節）

（第 1

23 ～ 23 年度

点

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

4
北広島市認定農業者農地利用集積促進事業補助金交
付要綱に従って交付をしており適切である。

採点合計 31

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4 補助の対象は、認定農業者としている。
優良な農家への農地の集積により、市の
農業全体の底上げに寄与している。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

4
認定農業者への農地の集積を進めること
で合理的な農業経営が行えるようなり、
農地の保全にもつながることから必要な
事業である。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

3

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

4 輸入農産物に対抗し国内自給率を向上さ
せ、安定した需要と供給を保つ事は生産
者と消費者の共通した認識で、足腰の強
い農業者の確保のためにも必要不可欠で
ある。

×３＝

12

93

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

合　計 1,290 93 93

地方債
交付金額

国支出金

道支出金

その他特財

一般財源 1,290 93

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

（総合計画での
  位置付け）

節 農　業

施策 　農地の保全 施策）

補助金等の概要
経営規模拡大を希望する認定農業者で農地を賃借権により集積した者に対し、賃借権の

設定から5年間、賃借料(60万円を限度)を補助対象経費として、その3分の1を補助する。

上位施策との関連 章 力強い産業活動が展開されるまち

作成日 平成22年5月31日

交付開始年度 H8
根拠法令等 北広島市認定農業者農地利用集積促進事業補助金交付要綱

〃  終了予定年度 H23

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 大道政男 課長職名 加藤正人

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 28-03 補助金等名
北広島市認定農業者農地利用

集積促進事業補助金
作成部署 経済部農政課 852



電話

(第 6

(第 1

(第 1

単位

千円

① ha

② ㎞

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

達成率
％ 100.0 100

【指標の定義（算式等）】

100 100
【指標の定義（算式等）】

112.3 112.3活 動
指 標

活動対象面積 470.9 587.2 470.9 470.9

開水路+農道+ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ整備 112.3 138.3

基 本
指 標

共同活動支援交付額（基礎支援額） 75,968 16,606 13,088 13,088

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 1,350 1,350 1,350 1,350

　総　事　業　費  ①＋④ 5,503 5,532 4,652 4,642

人  件  費
（概算）

3,273 3,272

0.15

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 4,153 4,182 3,302 3,292

 ② 人　数（年間） 0.15 0.15 0.15

20

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金 0 29 29

 その他特財 52

 一般財源 4,101 4,153

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

①.下記活動を行う活動組織に対して道地域協議会を通じ、農地・農業用水等の資源を整備
するために、国・道・市が補助する。　　(1)点検活動(2)共同作業計画策定（3)維持保全活
動（泥上げ・草刈等）(4)施設機能診断(5)環境向上活動（花壇整備、植栽作業）
②.対象地区の交付金～農用地面積によって算出（田3,400円/10a、畑1,200円/10a）
③.対象面積～田 338.0ha 畑 133.0ha　④.対象地区～1地区
⑤.事業負担割合～　国　50%、道　25%、市　25%

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　上

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

地域の農村環境・農業用施設の維持保全向上活動を実施する活動組織（東部環境保全会）
（構成員～農業者、恵庭土地改良区、道央農業協同組合、補修組合、排水組合、町内会）

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　農地・農業用水等の維持保全活動は農家主体で行われているが、農村地域の高齢化進行、
専業農家の減少等により施設の保全管理は困難な状況になっいてる。このような状況の中で
農業者、地域住民が一体となった保全活動により、農業施設の長寿命化及び集落機能の低下
を防ぎ、農村環境の適切な保全管理と質的向上を図る。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 力強い産業活動が展開されるまち

節） 農　業

施策） 農地の保全

事務事業開始年度 Ｈ19
根拠法令等

　食料・農業・農村基本法(経営所得安定対策等大綱、農地・水・環境保全向上対策
交付金交付要綱・実施要領、北海道農地・水・環境保全向上対策事業補助金交付要
領)〃  終了予定年度 Ｈ23

内線851

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 大道　政男 課長職名 加藤　正人 作成日 平成22年5月31日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 2807 事務事業名
農地・水・環境保全向上

対策事業
作成部署 経済部農政課



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　平成23年度で事業期間が終了することから継続して実施する。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　農業及び農村の基盤となる農地・水・環境の良好な保全と質的向上
を図り、農業が本来有する自然環境の維持・増進のために地元の活動
組織を支援することは有効であることから継続して支援を行う。
　平成22年度から東の里地区の遊水地工事が着手する事から活動組織
の対象面積（115.8ha)が減少となる。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

―
　国は事業の趣旨に鑑み、地方公共団体に対して応分
の負担を求めている。（市町村負担分）

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３
　農地、農業用水並びに農業用排水施設、農業用道路
などは、高齢化・混住化等により適切な保全管理が困
難となっている現状では有効な手段化である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３
　北海道農地・水・環境保全向上対策事業補助金交付
要領及び国の基準による。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

３

　過疎化・高齢化及び耕作放棄地が進行し農家数の減
少や集落機能の低下等による農地・農業用水等保全管
理体制がぜい弱化しつつある。このような事から農
地・農業水等が将来にわたり良好な状態で管理される
ことは農村環境の保全にも役立ち事業の必要性は高
い。

整理番号 2807
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 6

(第 1

(第 1

単位

ha

① ha

②

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

農業被害防止等の整備率
％ 100 100

【指標の定義（算式等）】

100 100
受益農地面積/排水改良面積

活 動
指 標

排水改良面積 104 104 104 104

基 本
指 標

受益農地面積 104 104 104 104

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 0 270 270 270

　総　事　業　費  ①＋④ 0 1,402 2,085 2,970

人  件  費
（概算）

1,815 300

0.03

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 0 1,132 1,815 2,700

 ② 人　数（年間） 0.03 0.03

 地方債 2,400
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 1,132

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

北海道において施設の機能診断調査を行い機能診断及び機能保全計画の策定を実施。
市は、事業実施に伴う事業費の地元負担分を支出する。
　事業費の負担割合（国　50％　道　25％　市　25％）

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

前年度の機能診断及び機能保全計画に基づき、北海道おいて道営土地改良事業施行申請のた
めの実施計画の策定を行う。
市は、事業実施に伴う事業費の地元負担を支出する。
　事業費の負担割合（道50％　市50％）

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

南の里排水機場（排水ポンプ及び原動機）

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

内水の排除を迅速に行なうことにより、農作物被害等の軽減と水害の防止を図る。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 力強い産業活動が展開されるまち

節） 農 業

施策） 農地の保全

事務事業開始年度 H21
根拠法令等

基幹水利施設ストックマネジメント事業実施要綱・同要領（国）
基幹水利施設ストックマネジメント事業事務取扱要綱（道）〃  終了予定年度 H26

内線852

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 大道　政男 課長職名 加藤　正人 作成日 平成22年10月15日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 2810 事務事業名 道営南の里排水機場改修事業 作成部署 経済部農政課



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　道営で排水機場改修の本工事の実施に伴い、費用の一部負担をす
る。
（事業費に対する負担割合２２．５％）

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

― ―

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 ―

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

３
　農業被害の軽減のほか、流域の内水排除がなされそ
の効果は広域に及ぶ。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３
　老朽化した排水ポンプ・原動機を交換することで、
大雨時に内水を迅速に排除できるようになる。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３
　道営事業を活用することで、自主財源の軽減が図ら
れる。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

３
・市が所有及び管理する施設である。
・地元農業者からの長年の要望である。

整理番号 2810
【３ 評　価 （チェック）】


